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秋田市保健所広告掲載取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、「秋田市広告掲載要綱」（平成19年10月31日市長決裁。以下「要綱」

という。）に基づき、秋田市保健所が作成、発行する印刷物等を広告媒体として活用し、

民間事業者等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（掲載可能な広告の範囲等）

第２条 秋田市保健所が作成・発行する印刷物等に広告を掲載することができる者、広告

の内容および広告のデザインの範囲等は、要綱ならびに「秋田市広告掲載基準」（平成

19年10月31日市長決裁。以下「基準」という。）の規定に準ずるものとする。

（掲載広告の種類、規格等）

第３条 掲載広告の種類、規格、位置および期間については、秋田市保健所広告掲載募集

仕様書（以下「仕様書」という。）の規定のとおりとする。

（広告掲載の募集）

第４条 広告掲載の募集方法は、次のいずれかの方法とする。

(1) 「広報あきた」に募集告知する。

(2) 新聞紙面に募集告知する。

(3) 秋田市および秋田市保健所のホームページに募集告知をする。

(4) 市役所庁舎および保健所庁舎等、関係機関に募集告知を掲示する。

(5) その他広く周知可能な方法により募集告知する。

（広告掲載の申し込み）

第５条 広告を掲載しようとする者（以下「広告主」という。）は、市が定める期間内に

秋田市保健所広告掲載申込書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。

２ 前項に規定する手続きについては、広告代理店、広告看板等の製作業者およびこれら

に類する者（以下「代理店等」という。）に代行させることができる。

（広告掲載の決定）

第６条 市長は、前条の申込書を受理したときは、仕様書および基準に基づいて審査を行

ったうえ、広告掲載の可否を決定する。ただし、審査の結果、仕様書および基準に反し

ない申込件数が印刷物等の広告掲載可能件数を超えたときは、仕様書の広告掲載料にか

かわらず、広告主より見積書を提出させて、見積合せにより決定する。

２ 市長は、前項の決定を行うにあたって、必要があると認めるときは、秋田市広告審査

委員会に諮ることができる。

３ 第１項の規定に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、秋田市保健所広告掲載決

定通知書（様式第２号）により通知する。
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（広告掲載料）

第７条 広告掲載料は、掲載広告の種類、規格、期間等を考慮して、市が仕様書により定

めるものとし、市から送付される納付書に明記されている期日までに納付することとす

る。ただし、前条第１項の見積合せにより広告掲載の決定を行った場合は、その金額を

広告掲載料とする。

２ 前項に規定する手続きについて、代理店等が取り次ぐ場合は、手続きを代行させるこ

とができる。

（広告原稿の作成および提出）

第８条 広告原稿は、広告主の負担で作成し、市が指定する期限および方法により電子媒

体で提出するものとする。また、広告が掲載された印刷物等の見本でも可とする。

（広告掲載の取り消し）

第９条 市長は、次に掲げる場合は、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合

(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しなかった場合

(3) 広告主又は広告内容が要綱および基準に照らし合わせた結果、不適当と認めた場合

（委任）

第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

（附則）

この要綱は、平成21年４月１日から施行する。

（附則）

この要綱は、令和４年１月28日から施行する。



（様式第１号）

秋田市保健所広告掲載申込書

年 月 日

（あて先） 秋 田 市 長

申込者住所

申込者名称

代表者氏名

担当者氏名

電話番号

秋田市広告掲載要綱の規定及び秋田市保健所広告掲載取扱要領第５条の規定に基づき、

下記のとおり申し込みます。

掲載希望印刷物等名

（デザイン案を記入または別紙で添付してください）

広 告 の 内 容

掲 載 希 望 規 格 cm × cm 枠

（代理店等を経由する場合）

取次広告代理店名

備 考

（ 課取扱い）



（秋保広告仕様）

秋田市保健所広告掲載募集仕様書

募 集 件 名 「○○○○○○○」広告募集

①掲載広告の種類

②使用できる色(数)

募 集 内 容 ③広告原稿の入稿締切日

④広告掲載料

発 行 部 数 部程度

（例）

発 行 期 間 等 年 月 日以降の約 か月間（ 部使い切り）

募 集 に 関 す る 期 間 年 月 日から 年 月 日 時まで

説明

下記担当まで来所されるか、下記E-mailアドレス、電話等でお問い

合わせください。

決 定 方 法 秋田市広告掲載要綱および秋田市広告掲載基準に準拠。

（例）

掲 載 面 ・ 位 置 「○○○○○○○」の××面（上・下部） cm × cm １枠

期 間 年 月 日から 年 月 日 時まで

申 請 書 の 提 出

〒010-0976

提出先 秋田市八橋南一丁目８－３

秋田市保健所 (広告募集件所管課)

秋田市保健所 課 担当

担 当 部 門 住所 〒010-0976 秋田市八橋南一丁目８－３

電話・FAX TEL FAX

E-mail

備 考 ※表示の義務：広告には広告の責任の所在を表示すること等



（様式第２号）

第 号
年 月 日

様

秋 田 市 長 ,

秋田市保健所広告掲載決定通知書

年 月 日付けで申込みのあった広告掲載については、秋田市広告掲載要綱

および秋田市広告掲載基準の規定に基づき、下記のとおり決定しましたので、通知します。

１．決 定 区 分 □ 掲載する □ 掲載しない

２．掲載印刷物等名

３．掲 載 規 格 cm × cm 枠

４．掲載しない場合

の理由

５．問 い 合 わ せ 先

６．備 考


